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１－１．法　規　制

１．環境基本法

　　これまでの公害対策基本法、自然環境保全法では、対応に限界があるとの認識から、地球温

　暖化時代の環境政策の新たな枠組を示す基本的な法律として、平成５年に制定されました。

　　基本理念としては、(１)環境の恵沢の享受と継承等、(２)環境への負荷の少ない持続的発展

　が可能な社会の構築等､(３)国際的協調による地球環境保全の積極的推進が掲げられています｡

　　この他、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、環境保全に関する施策（環

　境基本計画、環境基準、公害防止計画、経済的措置など）が順次規定されています。

　　表－１に環境関係法令の一覧表を揚げます。

廃 棄物
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45年)
・ＰＣＢ廃棄物特別措置法(平13年)

・循環型社会形
　成推進基本法
　(平12年)

第１章　総　　　論

表－１　環境関係法令一覧表

エ ネ ル ギ ー

大 気 保 全

・大気汚染防止法(昭43年)
・スパイクタイヤ粉じん発生の防止に関する法律(平11年)
・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する
　特別措置法(平4年)

水 質 保 全
・水質汚濁防止法(昭45年)　　　　　　　　　・湖沼水質保全特別措置法(昭59年)
・下水道法(昭33年)　　　　　　　　　　　　・瀬戸内海環境保全特別措置法(昭48年)
・浄化槽法(昭58年)

土 壌
農 薬
地 盤 沈 下

・土壌汚染対策法(平14年)　　　　　　　　　・工場立地法(昭34年)
・農薬取締法(昭23年)　　　　　　　　　　　・工業用用水法(昭31年)
・肥料取締法(昭25年)　　　　　　　　　　　・建築物用地下水の採取の規定に関する法律
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律　　　(昭37年)
　(昭45年)

騒 音
振 動
悪 臭

・騒音規制法(昭43年)
・振動規制法(昭51年)
・悪臭防止法(昭46年)

・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)(昭54年)

環境基本法(平5年)

・環境情報の提供の
　促進等による特定
　事業者等の環境に
　配慮した事業活動
　の促進に関する法
　律(平15年)
・環境情報の提供の
　促進等による特定
　事業者等の環境に
　配慮した事業活動
　の促進に関する法
　律(平16年)

・化審法(昭48年)　　　　　　　　　　　　　　・ダイオキシン類対策特別措置法(平11年)
・ＰＲＴＲ法(平成11年)　　　　　　　　　　　・毒物及び劇物取締法(昭25年)
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関す　　・労働安全衛生法(昭47年)
　る法律(昭48年)

化 学 物 質

地 球 温 暖 化
オ ゾ ン 層 保 護

・地球温暖化対策推進法(平10年)
・オゾン法保護法(昭和63年)
・フロン回収破壊法(平13年)

・消防法(昭23年)
・高圧ガス保安法(昭和26年)

防 災 ・ 保 安

自 然 保 護 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平4年)

・資源有効利用促進法(平3年)　　　・建設リサイクル法(平12年)
・容器包装リサイクル法(平7年)　　・自動車リサイクル法(平成14年)
・家電リサイクル法(平10年)　　　 ・グリーン購入法平12年)
・食品リサイクル法(平12年)

資 源
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２．水質汚濁防止法

　　この法律は、昭和45年に制定されたもので、環境基本法の基本理念に基づき、水質関係につ

　いて定めたものです。国民の健康の保護と生活環境の保全と共に、健康に係る被害が生じた場

　合の汚染者に対する損害賠償責任を明確にし、一般市民の保護を図ることを目的としています。

　　規制対象は、工場及び事業者から公共用水域に排出される排水であり、水質はもとより水質

　以外の水の状態の悪化も規制の対象に含まれています。

　　同施行規則により、健康に係る被害を生ずる恐れがある物質として、表－２左欄に揚げる物

　質を、又、生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質として、表－３左欄に揚げる物質を指

　定しています。さらに、排水基準を定める内閣府令より、それぞれ表－２並びに表－３の右欄

　揚げる通りの基準値が定められています。法第３条では、都道府県による地域性を考慮した上

　での、さらに厳しい排水基準値の設定が認められており、いわゆる｢上乗せ基準｣として、都道

　府県条例により定めることとしています。

カドミウム及びその化合物 mg/L

シアン化合物 mg/L

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。) mg/L

鉛及びその化合物 mg/L

六価クロム化合物 mg/L

砒素及びその化合物 mg/L

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化フェニル mg/L

トリクロロエチレン mg/L

テトラクロロエチレン mg/L

ジクロロメタン mg/L

四塩化炭素 mg/L

１，２－ジクロロエタン mg/L

１，１－ジクロロエチレン mg/L

シス－１，２－ジクロロエチレン mg/L

１，１，１－トリクロロエタン mg/L

１，１，２－トリクロロエタン mg/L

１，３－ジクロロプロペン mg/L

チウラム mg/L

シマジン mg/L

チオベンカルブ mg/L

ベンゼン mg/L

セレン及びその化合物 mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (＊) mg/L

(＊)アンモニア性窒素に０．４を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

備考１．「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定

　　　した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

　　２．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律

　　　施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律

　　　第125号)第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水につ

　　　いては、当分の間、適用しない。

表－２　人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物質(排水基準・環境省令)

0.1

1

有　害　物　質　の　種　類 許　容　限　度

0.003

0.3

0.2

1

0.1

0.5

0.1

0.005

0.1

0.1

10

8

0.1

0.06

0.02

0.06

0.03

0.2

0.02

0.04

1

0.4

3

100

ほう素及びその化合物
230

ふっ素及びその化合物
15

海域以外

海 域

海域以外

海 域
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5.8以上8.6以下

5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L(日間平均120mg/L)

化学的酸素要求量(COD) mg/L(日間平均120mg/L)

浮遊物質量(SS) mg/L(日間平均150mg/L)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) mg/L

フェノール類含有量 mg/L

銅含有量 mg/L

亜鉛含有量 mg/L

溶解性鉄含有量 mg/L

溶解性マンガン含有量 mg/L

クロム含有量 mg/L

大腸菌群数 日間平均 個/cm3

窒素含有量 mg/L(日間平均60mg/L)

燐含有量 mg/L(日間平均 8mg/L)

 備考１．「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

　　２．この表に掲げる排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に

　　　係る排出水について適用する。

  　　３．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱

　　　業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。

　　４．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量について

　　　の排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施

　　　行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

　　５．生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適

　　　用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

　　６．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼と

　　　して環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水

　　　の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定

　　　める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

　　７．燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として

　　　環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定め

　　　る海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

　　※「環境大臣が定める湖沼」＝昭60環告27（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼）

　　　「環境大臣が定める海域」＝平５環告67（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域）

5

3

表－３　生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質(排出基準・環境省令)
項　　　　　　　　　目 許容限度

160

160

200

5

30

水素イオン濃度(pH)
海域以外

海 域

120

3,000

16

2

10

10

2
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３．廃棄物の処理及び清掃に関する法律

　　この法律は、昭和45年に制定されたもので平成23年に一部が改正され、一段と内容が強化さ

　れています。生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とし、一般廃棄物と産業廃棄物について

　事業者をはじめ、国及び地方公共団体等の責務を定めたものです。この中で、「事業者は、そ

　の事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

　（法第３条）とする排出者責任の原則をうたっており、仮に委託処理をした場合でも排出者の

　責任が最後まで残ること、(法第12条の３)に注意せねばなりません。本法ではこの他、収集・

　運搬・保管及び処分等についてその基準が定められています。

　　本学の廃棄物には、上記の「産業廃棄物」が含まれているため、当然この法律の規制を受け

　ることとなります。

４．下水道法

　　下水道法は、公共下水道、流域下水道及び都市下水路について必要な事項を定め、下水道の

　整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水

　質の保全に資することを目的に、昭和33年(法律79号)に制定されています。

１－２．経過

　本学でも研究実験活動に伴い、有害物質を含む実験廃液等が発生します。又、本学から排出さ

れる実験廃液等は、多種多様であり、季節的・経年的変動を伴い、定性的に捉えることが困難です。

　有害物質を含む排水の排出は直ちに環境を汚染する事となります。この場合は法に違反するこ

とはもとより、本学の存在そのものが問われる可能性があります。

　この様な背景を踏まえ、昭和53年５月20日本学の「施設環境委員会」の専門部会として、「廃

液処理準備委員会」(以下「準備委員会」という。)が設置されました。「準備委員会」は、実験

廃水等の処理システム、及び管理運営体制等について審議検討を進め、昭和53年12月特殊廃液等

暫定措置規則を制定し、昭和54年３月実験廃水処理施設を完成させました。

　一方、既設大学や研究所の実態調査を行い、実験廃液処理に関する技術資料をはじめ、運営面

における資料の収集に努めました。

　この様な準備作業を進める過程で、実験廃液等の取扱い及び処理に関し、強力な管理指導体制

の必要性が全学的に認識されることになりました。この為、昭和53年12月22日、学長に直属する

諮問機関として、｢廃液等処理委員会｣(以下｢委員会｣という。)が設置され、準備委員会は発展的

に解消することとなりました。

　委員会は、準備委員会の収集した豊富な資料を分析し、検討を加えると共に新たに調査や資料

の収集を行い、これをもとに審議検討を重ねました。これにより、昭和55年４月、実験廃液処理

に関する学内規則並びに規定が制定され、昭和55年３月実験廃液処理施設を完成させることがで

きました。
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公共下水道へ

事務局１号棟
図書館

車庫

事務局
２号棟

福利棟

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ

講義棟

総
合
研
究
棟

新講義棟

３号棟

３号棟

３号棟 ４号棟

２
号
棟

２
号
棟

２
号
棟

１号棟
１号棟

１号棟

機械 建設
電気

物質･材料 経営情報

プール 体育館
体育・保健
センター

情報処理
センター

博士棟

生物棟環境システム棟

エネルギー
センター

セコム
ホール 課外活動

共用施設

自販機休憩
コーナー

匠陵
クラブ

国
際
学
生
宿
舎

国
際
交
流
会
館

学生宿舎
共用棟

２
号
棟

１
号
棟

職
員
宿
舎

職
員
宿
舎

クラブハウス

体
育
器
具
庫

陸上競技場

多目的グラウンド

テニスコートラグビー場

野球場

弓道場

技術開発センター

高圧実験
施設

工作センター
実験実習棟

音響振動工学
センター

大型実験棟
共用実験棟

粒
子
棟

分析計測
センター

極限棟

ＲＩ
センター

大
沢
川

大
沢
川

大
沢
川

３０周年記念
学生宿舎

実験廃水管路

生活廃水管路

雨水廃水管路

実験・生活廃水管路

図－２　廃水管路系統図

生活・実験廃水合流箇所
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排

出

者

施設管理課

指
定
の
ポ
リ
容
器

施
液
保
管
庫

（
指
定
場
所
）分別貯留記録台帳

への記入

１．容器の８０％になったら

２．指定の表示

３．分別貯留記録台帳による

取扱管理責任者の確認

民
間
処
理
業
者

運 搬 運 搬

取扱管理責任者の確認を受けた後、申込

（施設管理課に下記処理提出）

１．実験廃液分別貯留記録台帳

２．実験廃液処理依頼票

（
受
け
渡
し
）

図－３　実験廃液の搬出・回収・処理運用体制

１．容器の８０％になったら

２．指定の表示

３．分別貯留記録台帳による

取扱管理責任者の確認

（
受
け
渡
し
）

排出者の責任範囲

取扱管理責任者の責任範囲
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　(1) 　分別貯留記録台帳、原本１部は排出源控えとする。

　(2) 　同上写し、１部は取扱管理責任者へ提出する。

　(3) 　同上写し、１部は施設管理課に処理依頼票と共に提出する。

　(4) 　用紙については、学内専用内「施設管理課のお知らせ」の中の「実験廃液処理等処理の

　　　手引き」から、ＰＤＦファイルもしくは、Ｅｘｃｅｌファイルをダウンロードして作成願

　　　います。

　　ホームページアドレス：http://info.nagaokaut.ac.jp/gakunai/KOUEI/haieki.html

－　16　－



様
式
　
１

系
・
セ
ン
タ
ー

印 印

＜
発
生
の
経
緯
＞

台
帳

Ｎ
ｏ
．

＜
実

験
廃

液
分

別
貯

留
記

録
台

帳
＞

ハ
ロ
ゲ
ン
系

廃
溶

剤

炭
化
水
素
系
廃
溶
剤

廃
油

難
燃

性
有

機
廃

液
フ

ッ
素

系
廃

溶
剤

Ｄ
Ⅱ

Ｂ

写
真

廃
液

貯
留

区
分

（
当

該
区

分
を
○

で
囲

む
）

無
機

系
廃

液

有
機

系
廃

液

可
燃

性
廃

液

難
燃

性
廃

液

フ
ッ

素
系

廃
液

水
銀

系
廃

液

重
金

属
系

廃
液

Ｄ
Ⅲ

ア
ル

カ
リ
系

廃
液

年
月
日

研
究

室
名

処
理
依
頼
年
月
日

内
容
物
質
（
危
険
物
は
赤
丸
）

備
考
(危

険
物
質
の
表
示
・
経
緯
等
)

取
扱

管
理

責
任

者

投
入
量

(L
)

排
出

責
任

者

容
器

番
号

電
話

番
号

濃
度

(g
/
L
)

投
入
者
氏
名

Ｃ
Ａ Ｄ
Ⅰ

Ｅ
Ⅰ

Ｅ
Ⅱ

酸
系

廃
液

シ
ア

ン
系

廃
液

Ｆ
Ⅰ

Ｆ
Ⅱ

Ｆ
Ⅲ

Ｆ
Ⅳ

排
出

前
の

チ
ェ

ッ
ク

　
□

　
容

器
は

破
損

し
て

い
な

い
か

　
□

　
フ

タ
（

パ
ッ

キ
ン

）
は

破
損

し
て

い
な

い
か

　
□

　
液

量
は

適
正

か
　

□
　

廃
液

分
類

と
容

器
の

色
は

合
っ

て
い

る
か

提
出

先
・

排
出

源
に

て
保

管
・

取
扱

管
理

責
任

者
に

提
出

・
施

設
管

理
課

へ
「

実
験

廃
液

処
理

依
頼

票
」

と
共

に
提

出

記
入

上
の

注
意

・
排

出
者

は
楷

書
で

姓
名

を
は

っ
き

り
署

名
す

る
こ

と
・

廃
液

を
投

入
す

る
都

度
、

投
入

者
本

人
が

記
入

す
る

こ
と

・
商

品
名

・
略

称
・

化
学

式
で

の
記

入
は

避
け

る
こ

と
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様
式
　
２

＜
発

生
の

経
緯

＞

排
出

前
の

チ
ェ

ッ
ク

提
出

先
記

入
上

の
注

意

　
□

　
容

器
は

破
損

し
て

い
な

い
か

・
排

出
源

に
て

保
管

・
廃

液
を

投
入

す
る

都
度

、
投

入
者

本
人

が
記

入
す

る
こ

と

　
□

　
フ

タ
（

パ
ッ

キ
ン

）
は

破
損

し
て

い
な

い
か

・
取

扱
管

理
責

任
者

に
提

出
・

商
品

名
・

略
称

・
化

学
式

で
の

記
入

は
避

け
る

こ
と

　
□

　
液

量
は

適
正

か
・

施
設

管
理

課
へ

「
実

験
廃

液
処

理
依

頼
票

」
と

共
に

提
出

　
□

　
廃

液
分

類
と

容
器

の
色

は
合

っ
て

い
る

か

ペ
ー
ジ

年
月
日

内
容

物
質

（
危

険
物

は
赤

丸
）

投
入
量

(L
)

濃
度

(g
/
L
)

投
入
者
氏
名

＜
実

験
廃

液
分

別
貯

留
記

録
台

帳
＞

台
帳

Ｎ
ｏ
． 備

考
(危

険
物
質
の
表
示
・
経
緯
等
)
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４．処理の申し込み

　　実験廃液の貯留容器ごとに、様式３の実験廃液処理依頼票を作成し、提出する。

　　処理依頼票は、３通作成する。

　(1) 　１部は容器に貼り付ける。

　(2) 　１部は施設管理課へ提出する。

　(3) 　１部は排出源の控えとする。

　(4) 　用紙については、学内専用内「施設管理課のお知らせ」の中の「実験廃液処理等処理の

　　　手引き」から、ＰＤＦファイルもしくは、Ｅｘｃｅｌファイルをダウンロードして作成願

　　います。

　　ホームページアドレス：http://info.nagaokaut.ac.jp/gakunai/KOUEI/haieki.html
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排
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排
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.
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＜
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＞
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日
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名
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号
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様式　３

系・センター

この実験廃液は下記内容に相違ありません。排出責任を負いますので、処理方お願いいたします。 印

様式　１

ＤⅢ アルカリ系廃液

シ ア ン 系 廃 液 Ｃ フ ッ 素 系 廃 液

ＤⅠ 重 金 属 系 廃 液 ＤⅡ 酸 系 廃 液

＜実験廃液分別貯留記録台帳＞ 処理依頼年月日 平成○○年○○月○○日 台帳Ｎ ｏ． ○○○○－１

貯 留 区 分

無機系
廃 液

Ａ 水 銀 系 廃 液 Ｂ

発生の 経緯 取扱
の 注 意 事 項 な ど

ｐH

処理申込
　容器ごとに「実験廃液処理依頼票」を作成する。依頼票は３部作成
し、
　①容器貼付（ポリ容器にガムテープで貼付する）
　②施設管理課へ提出
　③排出源控え（排出記録として、５か年保管）　とする。

記入上の注意
・排出者は楷書で姓名をはっきり署名すること
・商品名・略称・化学式での記入は避けること

容 器 保 管 場 所

○○棟　廃液保管庫

ＴＨＦ １１.０％ 量

ＤＭＦ ６.０％

１８.０L

酢酸エチル １１.０％

ＥⅠ
アセトン １７.０％

メタノール ２２.０％

エタノール ３３.０％

排出責任者氏名 ○○　○○

内 容 物 の 明 細

成 分 の 名 称 成 分 の 割 合 分 類

排出源整理No. 整 理 No. 貯留記録台帳No. ○○○○－１

記 入 例

＜実験廃液処理依頼票＞ 処理依頼年月日 平成○○年○○月○○日

○○○ 研 究 室 名 ○○○研究室 電 話 番 号 ○○○○

廃液中に含まれる物質は

全て記入すること（微量成分も分かる範囲で）

商品名・略称・化学式での記入は避けること

・違う容器で同じNo.を使用しない

・記録台帳No.と同じか確認する

水溶液は必ずｐHを記入すること

系・センター 印

印

＜発生の経緯＞

排出前のチェック
　□　容器は破損していないか
　□　フタ（パッキン）は破損していないか
　□　液量は適正か
　□　廃液分類と容器の色は合っているか

提出先
・排出源にて保管
・取扱管理責任者に提出
・施設管理課へ「実験廃液処理依頼票」と共に提出

記入上の注意
・排出者は楷書で姓名をはっきり署名すること
・廃液を投入する都度、投入者本人が記入すること
・商品名・略称・化学式での記入は避けること

H○○.○○.○○ ＤＭＦ 1 ○○　花子

H○○.○○.○○ ＴＨＦ 2 ○○　五郎

H○○.○○.○○ エタノール 6 ○○　四郎

H○○.○○.○○ メタノール 4 ○○　三郎

H○○.○○.○○ アセトン 3 ○○　二郎

H○○.○○.○○ 酢酸エチル 2 ○○　一郎

年月日 内容物質（危険物は赤丸）
投入量
(L)

濃度
(g/L)

投入者氏名 備考(危険物質の表示・経緯等)

研 究 室 名 ○○○研究室 電 話 番 号 ○○○○ 排 出 責 任 者 □□　□□

難燃性有機廃液 ＦⅢ フッ素系廃溶剤 ＦⅣ 写 真 廃 液

○○○ 容 器 番 号 取扱管理責任者 ○○　○○

有機系
廃 液

可燃性廃液 ＥⅠ 炭化水素系廃溶剤 ＥⅡ 廃 油

難燃性廃液 ＦⅠ
ハロゲン系廃溶

剤
ＦⅡ

貯 留 区 分
（当該区分を○で囲む）

廃液を投入する都度、投入者

本人が記入すること
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３－１．国立大学法人長岡技術科学大学廃液等処理委員会規則(平成16年4月1日規則第15号)

　（趣　旨）

第１条　この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第８条第３項の規定に基づ

　き、廃液等処理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

　(審議事項)

第２条　委員会は、学長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。

　一　廃液等の管理及び取扱いの指導に関すること。

　二　その他廃液等に関し必要と認められること。

　（構　成）

第３条　委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

　一　系(教育開発系を除く。)ごとに選出する教員　各１人

　二　総務部施設管理課長

　三　その他学長が必要と認めた者

　（委　員）

第４条　委員は、学長が委嘱する。

２．前条第１号及び第３号に掲げる委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生

　　じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（委員長）

第５条　委員会に委員長を置き、学長が委嘱する。

２．委員長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員長の任

　期は、前任者の残任期間とする。

　（運　営）

第６条　委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

２．委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

　（専門部会）

第７条　委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

２．専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。

　（委員以外の出席）

第８条　委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。

　（事　務）

第９条　委員会に関する事務は、総務部施設管理課において処理する。

第３章　資　　　料
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　（雑　則）

第10条　この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別

　に定める。

　　　附　則

１　この規則は、平成16年４月１日から施行する。

２　この規則施行後の第３条第１号及び第３号の最初の委員の任期は、第４条第２項の規定にか

　かわらず、平成17年３月31日までとする。

３　この規則施行後の最初の委員長の任期は、第５条第２項の規定にかかわらず、平成17年３月

　31日までとする。

　　　附　則（平成19年２月28日規則第10号）

　この規則は、平成19年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成22年２月26日規則第18号）

　この規則は、平成22年４月１日から施行する。

３－２．国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等管理規則(平成16年4月1日規則第53号)

　（目　的）

第１条　この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下｢本学｣という。)において、教育、研

　究に伴い発生する実験廃液等(放射性廃棄物を除く。以下同じ。)の取扱い及び処理に関し、必

　要な事項を定め、実験廃液等を適切に処理することにより、職員及び学生の安全を確保すると

　ともに、本学及び地域の生活環境の維持保全を図ることを目的とする。

　（定　義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

　一　実験廃液等

　　　教育、研究により発生する実験廃液、実験廃水及び実験廃棄物を総称する。

　二　実験廃液

　　　教育、研究により発生する実験原廃液及び実験器具等の一次洗浄廃液であって、水質汚濁

　　防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第２条に定める有害物質を含む廃液をいう。

　三　実験廃水

　　　二次洗浄排水以降の洗浄廃水であって、法第２条に定める有害物質を含む廃水をいう。

　四　実験廃棄物

　　　教育、研究により発生する物質であって、法第２条に定める有害物質を含む粒状物、粉状

　　物、沈殿物及び固形物等並びに実験動物をいう。
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　（総括管理責任者）

第３条　学長は、実験廃液等の取扱い及び処理に関し、総括管理責任者を指名する。

２．総括管理責任者は、第5条に定める取扱管理責任者を総括するとともに、実験廃液等の取扱い

　及び処理に関し、環境安全上必要な処理を講ずるものとする。

　（技術顧問）

第４条　学長は、実験廃液等の取扱い及び処理に関し、総括管理責任者を補佐する技術顧問を指

　名することができる。

２．技術顧問は、その専門分野の有識者をもって充て、総括管理責任者の求めに応じ、技術的助

　言を行うものとする。

　（取扱管理責任者）

第５条　学長は、実験廃液等の取扱いに関し、別表に定める系及び学内共同教育研究施設ごとに

　取扱管理責任者を指名する。

２．取扱管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

　一　実験廃液等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)に対し、その取扱いに関する指導及び助言

　二　取扱者の安全保持上必要な処置

　三　その他、実験廃液等の取扱いに関し、環境安全上必要な処置

３．取扱管理責任者は、総括管理責任者の講ずる処置に従わなければならない。

　（取扱者の義務）

第６条　取扱者は、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程及び関係法令

　の定めるところにより実験廃液等を取り扱い、取扱管理責任者の講ずる処置に従わなければならない。

　（実験廃液の処理）

第７条　実験廃液の処理に関し、必要な事項は、別に定める。

　（教育、研究以外の廃液等）

第８条　教育、研究以外で発生する実験廃液等と同種の廃液等に関する取扱いについては、この

　規則を準用する。

　（緊急事態に対する措置）

第９条　総括管理責任者は、実験廃液等の取扱いに関し、人体の健康及び地域の生活環境に係る

　被害が生じるおそれがあり、かつ、緊急な処置が必要と認められるときは、実験の停止等必要

　な措置を命ずるものとする。

　（雑　則）

第10条　この規則の改廃は、廃液等処理委員会の審議を経なければならない。
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　　　附　則

　この規則は、平成16年４月１日から施行する。

　　　附　則(平成20年２月27日規則第24号)

　この規則は、平成20年４月１日から施行する。

　　　附　則(平成22年２月26日規則第18号)

　この規則は、平成22年４月１日から施行する。

　　　附　則(平成24年３月15日規則第10号)

　この規則は、平成24年４月１日から施行する。

　別表（第５条関係）

　　取扱管理責任者

機械系

電気系

物質・材料系

環境・建設系

生物系

原子力安全系

システム安全系

体育・保健センター

分析計測センター

技術開発センター

 極限エネルギー密度工学研究センター

理学センター

３－３．国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程(平成16年4月1日規則第44号)

　（目　的）

第１条　この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等管理規則(以下｢規則｣という。)

　第６条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における実験

　廃液等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（実験廃液等の取扱い）

第２条　実験廃液等は、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。

　一　実験廃液

取扱管理責任者

１人

区　　　　分

１人

１人

１人

１人

１人

１人

１人

１人

１人

１人

１人
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　　イ　別表の種類により分別し、内容表示を行った上で指定のポリエチレン容器に貯留すること。

　　ロ　貯留時には、別に定める実験廃液分別貯留記録台帳に必要事項を記録すること。

　　ハ　貯留された廃液は、各系、学内共同教育研究施設ごとに所定の一時貯蔵庫又は指定個所

　　　に運搬して保管すること。

　　ニ　貯留、運搬及び保管に際しては、周囲に危害を及ぼさないよう注意して行うこと。

　二　実験廃水

　　イ　実験廃水は、専用の実験廃水流し以外の所に放流してはならない。

　　ロ　実験廃水は、その排出量を必要にして最小限となるように留意すること。

　　ハ　実験廃液及び強酸、強アルカリ並びに硬質塩化ビニルを侵す廃水を、実験廃水流しに放

　　　流してはならない。

　三　実験廃棄物

　　イ　実験廃棄物は、別表の種類により分別し、内容表示を行った上でポリエチレン袋又は容

　　　器等に貯えること。

　　ロ　実験廃棄物が保管上危険である場合は、その保管方法について規則第５条に定める取扱

　　　管理責任者(以下「取扱管理責任者」という。)の講ずる処置に従わなければならない。

　　ハ　貯留された実験廃棄物は、各系、学内共同教育研究施設ごとに所定の一時貯蔵庫又は指

　　　定個所に運搬して保管すること。

　　ニ　貯留、運搬及び保管に際しては、周囲に危害を及ぼさないよう注意して行わなければならない。

　（実験廃液の回収及び受渡し）

第３条　実験廃液は、あらかじめ指定した日時に、各系及び学内共同教育研究施設の一時貯蔵庫

　より回収する。

２．実験廃液の排出者は、別に定める廃液処理申込書に必要事項を記入し、あらかじめ実験廃液

　処理担当職員(以下「担当職員」という。)に提出しなければならない。

３．回収に当たって、取扱管理責任者又は実験廃液の排出者は、その種類、数量及び安全性等に

　ついて、担当職員の確認を受けなければならない。

　（雑　則）

第４条　この規程の改廃は、廃液等処理委員会の審議を経なければならない。

　　　附　則

　この規程は、平成16年4月1日から施行する。

　　　附　則(平成18年3月31日規程第29号)

　この規程は、平成18年4月1日から施行する。

　　　附　則(平成20年2月27日規程第17号)

　この規程は、平成20年4月1日から施行する。
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　　　附　則(平成22年2月26日規程第15号)

　この規程は、平成22年4月1日から施行する。

　　　附　則(平成24年３月30日規則第27号)

１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。

２　この規程の施行の際、現に改正前の国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程（以

　下「旧規程」という。）第２条の規程に基づく実験廃液等の貯留に使用する容器を使用してい

　る場合、又は同条の規定に基づく当該容器を保有している場合は、改正後の国立大学法人長岡

　技術科学大学実験廃液等取扱規程第２条の規程にかかわらず、引き続き当該容器を使用するこ

　とができる。
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別表（第２条関係）

分

類
種 類 対 象 成 分 摘 要

優

先

順

位

容 器

水銀系廃液 １．無機水銀系廃液には「無機水銀」、 １．金属水銀、アマルガム水銀、不要になった水銀系 １ 本学が支給する青色タグ

無機水銀 　有機水銀系廃液には「有機水銀」と明 　試薬、薬剤などは除く。（別途処理） 付容器

有機水銀 　示し、明確に区別すること。ること。

２回目までの洗浄 ２．シアンを含む場合は「含シアン」と

廃液を含める。 　明示すること。

３．その他の重金属を含む場合は「含ヒ

　素」、「含銅」などと明示す

シアン系廃液 １．遊離シアン廃液で、ｐＨ10.5以上で １．難分解性シアン錯体、RAg(CN)2、R2Ni(CN)4、 ２ 本学が支給する青色タグ

２回目までの洗浄 　保管されているもの。 　R3Cu(CN)4､RAu(CN)2､R3Fe(CN)6､R4Fe(CN)6､R3Co(CN)6 付容器

廃液を含める。 ２．重金属を含む場合「含カドミウム」 　など電離定数10－21以下のものは難燃性の有機金属

　シアン系廃液は 　などと明示すること。 　系廃液として、ＦⅡ分類に入れること。→焼却処分

　原則として原点 ［注意］遊離シアン廃液は酸性にすると ２．シアン錯体固形物、シアン系廃液の濾過残渣など

　処理である。 　毒性のシアン化水素ガスを発生するの 　は有害固形廃棄物として、貯留すること。(別途処理)

　シアン分解経験 　で、必ずアルカリ性で保管し、運搬す ３．有機系シアン化合物(液)は難燃性の有機金属系廃

　者、分解に必要 　ること。 　液として、ＦⅡ分類に入れること。→焼却処分

　な安全設備のな 　発生～排出の経緯を明示すること。

　い場合に限り、 　ｐＨを明示すること。

　持込み可。

フッ素系廃液 １．このＣ分類は塩化カルシウムによる 　既に沈殿物としてカルシウム塩になっているものは、 ３ 本学が支給する青色タグ

（水酸化カルシウ 　石灰化反応で、安定なカルシウム塩と 夾残重金属をはっきりさせた上で実験廃棄物として貯 付容器

ム系廃液はこれに 　して沈殿させるグループであるので、 留すること。

入れる） 　リン酸系廃液もこれに含めるか、「フッ

２回目までの洗浄 　系」、「リン酸系」の区分を明示すること。

廃液も含める。 ２．重金属を含む場合は、「含六価クロ

　ム」、「含ニッケル」などを明示すること。

［注意］フッ化水素の蒸気吸入で肺水腫、

　皮フ付着で出血性潰瘍をおこすので、

　ので、要注意。

重金属系廃液 １．Fe、Ni、Co、Zn、Cu、Mn、Cd、Pb、 １．発ガン性物質（例　Beなど） ４ 本学が支給する青色タグ

２回目までの洗浄 　Ga、Cr、Ｖ、Ti、Ge、Snなどの重金属 　　神経系障害物質（例　Tiなど） 付容器

廃液も含める。 　の廃液 　　粘膜皮膚障害物質（例　Osなど）

Ⅰ ２．As100ppm以下の廃液 　　など、作業者の健康障害をひきおこす化学物質は

３．Al、Mgなどの金属廃液 　除く。これらは排出者の責任で発生源で安全化処理

　すること。

２．放射性同位元素及びこれに汚染したものは、一切

　取扱うことができない。これらは別の法律の規制を

　うけているので、ＲＩセンターに相談すること。

３．ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウムなど

　の猛毒物質は、排出者の責任で無害化してから、こ

　の重金属系廃液にいれること。

酸及びクロム混酸 １．塩酸、硫酸、硝酸などの無機酸の廃 １．クロム酸－リン酸混液の廃液は、Cr+6を完全に ４ 本学が支給する青色タグ

廃液 　液及び１～２回洗浄液 　Cr+3としたあと、Ｃ分類に入れること。(別途処理) 付容器

Ⅱ ２．クロム酸－硫酸混液の廃液及び１～ ２．有害物を含まない塩酸、硝酸の希薄廃液（５％以

　２回洗浄液 　下）は、アルカリ中和して、多量の水で希釈放流して可

３．３回目以降の洗浄廃液はアルカリ中和して、多量

　の水で希釈放流して可

４．フッ素、リン酸系廃液は、Ｃ分類に入れること。

５．青酸系は、Ｂ分類に入れること。

６．有機酸（トリフロロ酢酸などフッ素を含むものも

　含む）は、ＦⅠ又はＦⅡ分類に入れること。

　　既に、クロム酸－硫酸混液の廃液の還元中和沈殿

　物は、実験廃棄物として貯留すること。

アルカリ系廃液 １．水酸化ナトリウム、水酸化カリウム １．水酸化カルシウム系廃液は、Ｃ分類に入れること。 ４ 本学が支給する青色タグ

Ⅲ 　などの廃液 ２．水酸化マグネシウム系廃液は、ＤⅠ分類に入れるこ
と

付容器

２．炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど ３．アミン類水溶液は、ＦⅡ分類に入れること。

　の廃液 ４．有害物を含まないアルカリの希薄廃液(５％以下)

　は、酸中和して、多量の水で希釈放流して可

廃液等回収区分(分別貯留容器区分)
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分

類
種 類 対 象 成 分 摘 要

優

先

順

位

容 器

炭化水素系 １．脂肪族炭化水素 １．ジエチルエーテル、ジオキサン、イソプロプルエ 本学が支給する「火気厳

廃溶剤 　　石油エーテル、ヘキサン、ヘフタン、 　ーテル、アセトアルデヒド、テトラリン、テトラヒ 禁」を表示した赤色タグ

（水を含まないもの） 　オクタンなどの廃溶剤 　ドロフランなど過酸化物をつくり易いものは除く。 付容器

Ⅰ ２．脂肪族酸素化合物 　　これらについては原点処理（所轄消防署の許可を

　　アセタール、アルコール類、アセト 　とって、屋外で焼却処理）

　ン、エチルメチルケトン、酢酸エステ ２．爆発性物質

　ル類などの廃溶剤 　　Ｎ－Ｏ結合、Ｎ－Ｎ結合、Ｎ－Ｘ結合、Ｏ－Ｏ結

３．脂肪族含窒化合物 　合、Ｏ－Ｘ結合をもつもの。

　　アセトニトリルなどの廃溶剤 　　その他アセチレンとその誘導体などを含むものは

４．芳香族化合物 　除く。これらについては排出者の責任で安全化、無

　　ベンゼン、トルエン、キシレン、ス 　害化しょりすること。

　チレンなどの廃溶剤 ３．ベンジジンなど、健康障害をひきおこす化学物質

５．芳香族含窒化合物 　は除く。これらについても排出者の責任で安全化、

　　ピリジンなどの廃溶剤 　無害化処理すること。

　以上の廃溶剤中に爆発性を有しない少 ４．濾過残渣は、実験廃棄物として貯留すること。

量の中性有機物（アミド、エステル類な 　　（別途処理）

ど）を含むものは可

廃油 １．灯油、ミネラルスピリット、軽油、 １．変圧器油のうち、ＰＣＢ及びＰＣＢを含むものは 本学が支給する「火気厳

（水を含まないもの） 　テレピン油などの廃油 　除く。ＰＣＢは別の法律によって厳しく規制されて 禁」を表示した赤色タグ

Ⅱ ２．重油、クレオソート油、スピンドル 　いる。 付容器

　油、タービン油、変圧器油などの廃油 ２．濾過残渣、油泥などは、実験廃棄物として貯留す

３．ギヤー油、モーター油などの廃油 　る。（別途処理）

４．動植物油（液）などの廃液

　以上の廃油中に爆発性を有しない少量

の中性有機物(アミド、エステル類など)

を含むものは可

［注意］高粘度の廃油は灯油などで粘度

　を下げ、20cp以下にすること。

ハロゲン系 １．脂肪族ハロゲン系化合物 １．ＰＣＢ及びＰＣＢを含むものは除く。 本学が支給する赤色タグ

廃溶剤 　　クロロホルム、塩化メチル、ジクロ ２．爆発性物質 付容器

（水を含まないもの） 　ロメタン、四塩化炭素、トリクロロエ 　　Ｎ－Ｏ結合、Ｎ－Ｎ結合、Ｎ－Ｘ結合、Ｏ－Ｏ結

Ⅰ 　チレン、テトラクロロエチレン、1-1- 　合、Ｏ－Ｘ結合をもつもの。

　1-トリクロロエタン、臭化メチル、沃 　　その他アセチレンとその誘導体などを含むものは

　化メチルなどの廃溶剤 　除く。これらについては排出者の責任で安全化、無

２．芳香族ハロゲン系化合物 　害化処理すること。

　　クロロベンゼン、塩化ベンジルなど ３．濾過残渣は、実験廃棄物として貯留する。

　の廃溶剤 　　（別途処理）

　以上の廃溶剤中に爆発性を有しない少

量の中性有機物（アミド、エステル類な

ど）を含むものは可

難燃性有機廃液 １．炭化水素系、ハロゲン系廃溶剤５％ １．水分95％以上で有害物を含まず、生分解性のもの 本学が支給する赤色タグ

（水を含むもの） 　以上を含む水混合廃液 　（アルコール類、脂肪酸、糖類、アミノ酸、ペプチ 付容器

Ⅱ ２．有機酸、アミン類など５％以上を含 　ド、アセトンなど）は、当面放流して可

　む水混合廃液 ２．有機金属系廃液のうち、水銀系の廃液は、Ａ分類

３．その他の有機化合物の水溶液廃液 　に入れること。

４．難分解性シアン錯体の廃液(赤血塩､ ３．ＰＣＢ及びＰＣＢを含むものは除く。

　黄血塩等） 　　ＰＣＢは別の法律によって厳しく規制されている。

５．有機シアン化合物の廃液

６．有機金属系（例えば金属キレート化

　合物）の廃液

［注意］ｐＨ明示すること。

フッ素系廃溶剤 １．芳香族、フッ素化合物 １．フロンガスは除く。これは専門業者に回収される。 本学が支給する赤色タグ

Ⅲ 　　フルオロトルエン、フルオロフェノ 付容器

　ール、フルオロベンゼンなどの廃液

２．その他のフッ素含有溶剤

　　フルオロエタノール

写真廃液 １．現像・停止廃液 ［注意］定着廃液は、Ａｇ再生のため、別途専門御者 本学が支給する赤色タグ

Ⅳ ２．定着廃液 　に回収させるので、分別貯留すること。 付容器

廃液等回収区分(分別貯留容器区分)
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分

類
種 類 対 象 成 分 摘 要

優

先

順

位

容 器

実験動物 １．一般実験動物 　実験動物は、専門業者に回収させるので、一般実験 適宜

２．有害物質投与実験動物 動物と有害物質投与実験動物を明確に区分し、実験廃

棄物として保管する。

　なお、有害物質投与実験動物については、有害物質

を明確にし、それぞれ区分して保管する。

不要薬品類 不要の薬品等 　専門業者に回収させるので、容器に入れたまま保管す
るⅠ

容器類 試薬用ガラス瓶等 　残存内容物を洗浄し、内部の薬品等を除去したのち

Ⅱ 所定の場所に集積する。

電池類 筒形、ボタン電池等 　所定の場所に集積する。

Ⅲ

備考　実験動物の項中、有害物質とは、シアン化合物、アルキル水銀、有機リン(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。)、

　カドミウム、鉛、クロム、ヒ素、総水銀、PCB、芳香族炭化水素、芳香族アミン及びニトロ化合物、芳香族アゾ化合物及びそれらの複素環式同族類、

　複素環式化合物、ニトロソ化合物を含む脂肪族化合物並びに無機物質のベリリウム、ニッケル、コバルト及びアスベストをいう。

（注意共通事項）

　１　沈殿物があれば濾過するか溶解しておくこと。

　２　内容物を明示すること。

廃液等回収区分(分別貯留容器区分)

　
Ｈ
　
そ
の
他

　
Ｇ
　
実
験
動
物

－
3
7
－
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